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○北本市健康増進センター設置及び管理条例 

昭和５３年９月２９日 

条例第１９号 

改正 昭和５５年１２月２２日条例第３５号 

昭和５６年３月２７日条例第１０号 

昭和５６年６月２３日条例第１９号 

平成３年３月２９日条例第２１号 

平成６年３月１５日条例第１５号 

平成８年６月１８日条例第３７号 

平成１３年６月２７日条例第２１号 

平成１７年６月３０日条例第２８号 

平成２２年３月２６日条例第７号 

注 平成２２年３月から改正経過を注記した。 

（目的及び設置） 

第１条 高齢者等に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増

進、教養の向上、生涯スポーツ及びレクリエーションのための便宜を

総合的に供与し、健康で明るい生活を営めるように、北本市健康増進

センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（名称、位置及び施設） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

北本市健康増進センター 北本市中丸１０丁目５５番地 

２ センターの施設は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 老人福祉センター（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第１５条第５項の規定に基づき設置された施設） 

（２） 屋内ゲートボール場 
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（３） 屋外ゲートボール場 

（４） 多目的広場 

（事業） 

第３条 センターにおいて行う事業は、次の各号のとおりとする。 

（１） 高齢者等の生活相談、健康相談その他の各種相談 

（２） 高齢者等の健康の増進及び教養の向上についての指導 

（３） 高齢者等の生涯スポーツ、レクリエーション及び集会のため

の施設の提供 

（４） その他市長が必要と認めた事業 

（指定管理者による管理） 

第４条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） センターの利用の許可に関する業務 

（２） センターの施設、設備及び備品（以下「施設等」という。）

の維持管理に関する業務 

（３） 第３条各号に掲げる事業に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務の

うち、市長のみの権限に属する事務を除く業務 

（指定管理者の募集） 

第６条 市長は、指定管理者にセンターの管理を行わせるときは、当該

指定管理者を公募する。ただし、特別な理由がある場合は、この限り

でない。 

（指定管理者の指定の申請） 

第７条 第４条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定め
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る申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請し

なければならない。 

（１） センターの事業計画書 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定

める書類 

（指定管理者の指定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のい

ずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会

の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

（１） センターの運営が住民の平等利用を確保することができるも

のであること。 

（２） 前条第１号に掲げる事業計画書によりセンターの効用を最大

限に発揮させることができ、かつ、その管理に係る経費の縮減を図

ることができるものであること。 

（３） センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有す

るものであること。 

（４） 第５条各号に掲げる業務を通じて取得した個人に関する情報

の適正な取扱いを確保することができるものであること。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第９条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、次の事項を記載し

た事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年

度の途中において第１１条第１項の規定により指定を取り消されたと

きは、その取り消された日から起算して３０日以内に当該年度の当該

日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

（１） センターの管理業務の実施状況及び利用状況 

（２） センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の
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収入の実績 

（３） センターの管理に係る経費の収支状況 

（４） 前３号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管

理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項 

（業務報告の聴取等） 

第１０条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に

対し、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地につい

て調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（指定の取消し等） 

第１１条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該

指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、

その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の

停止を命ずることができる。 

２ 市長は、指定管理者が前項の処分を受け、これによって損失を受け

ることがあっても、その補償の責めを負わない。 

（休業日） 

第１２条 センターの休業日は、次のとおりとする。 

（１） 毎月第４月曜日（当日が国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日であるときは、その翌日） 

（２） １２月２８日から翌年の１月３日までの日 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、センターの管理上必要と

認めるときは、市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業

日を設けることができる。 

（平２２条例７・一部改正） 

（利用時間） 

第１３条 センターの利用時間は、午前９時から午後４時までとする。
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ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これ

を変更することができる。 

（個人情報の適正管理） 

第１４条 指定管理者は、第５条各号に掲げる業務を通じて取得した個

人に関する情報を適正に取り扱わなければならない。 

（利用の許可） 

第１５条 センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可

を受けなければならない。 

（利用制限） 

第１６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に

対しては、センターの施設の利用を許可せず、又は既になした許可を

取り消すものとする。 

（１） 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者又はそれらの物

品を携行している者 

（２） 風紀を乱すおそれがあると認められる者 

（３） その他センターの管理上支障があると認められる者 

２ 市及び指定管理者は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理

由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっ

てもその補償の責めを負わない。 

（原状回復） 

第１７条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第１１

条第１項の規定により指定を取り消され、若しくは業務の停止を命ぜ

られたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に復しな

ければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでな

い。 

（損害賠償） 
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第１８条 指定管理者又はセンターの利用者は、自己の責に帰すべき理

由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失

し、若しくは損傷したときはこれを修理し、原状に復し、又はその損

害を賠償しなければならない。 

（利用料金） 

第１９条 センターの施設を利用しようとする者のうち、次に掲げる者

は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長

の承認を得て定めた利用料金を納付しなければならない。 

（１） 老人福祉センターを利用しようとする者 

（２） 屋内ゲートボール場を利用しようとする者（市外に居住する

者に限る。） 

２ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による

利用料金を市長の承認を得て減額し、又は免除することができる。 

３ 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、特に必要

があると認めるときは、市長の承認を得てその全部又は一部を返還す

ることができる。 

（利用料金の収入） 

第２０条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入とし

て収受させる。 

（委任） 

第２１条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この条例は、北本市大字北中丸２２７番地１にセンター完成の日から

施行する。 

（完成の日＝昭和５３年１２月６日） 
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附 則（昭和５５年条例第３５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第１０号） 

この条例は、昭和５６年６月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５６年５月１日から適用す

る。 

附 則（平成３年条例第２１号） 

この条例は、平成３年６月１日から施行する。 

附 則（平成６年条例第１５号） 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。ただし、第１条から

第３条までの改正規定中第２条第２項第２号に係る部分、第１０条第

１項及び第１０条第２項の改正規定並びに附則の次に別表として次の

２表を加える改正規定は、同年６月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１０条第１項及び第１０条第２項の改正

規定並びに附則の次に別表として次の２表を加える改正規定は、平成

６年６月１日以後に申込みのあったものについて適用し、同日前に申

込みのあったものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成８年条例第３７号） 

この条例は、平成８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１３年条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北本市健康増進センター

設置及び管理条例の規定は、平成１３年５月１日から適用する。 

附 則（平成１７年条例第２８号） 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は平成１７年１０月１日から、第２条の規
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定は平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の北本市健康

増進センター設置及び管理条例の規定により行った処分その他の行為

は、同条の規定による改正後の北本市健康増進センター設置及び管理

条例（以下「新条例」という。）の相当規定により行ったものとみな

す。 

（準備行為） 

３ 新条例第４条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体

の公募その他指定管理者の指定に関し必要な行為は、第２条の規定の

施行の日前においても、新条例第５条から第８条までの規定の例によ

り行うことができる。 

附 則（平成２２年条例第７号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

別表（第１９条関係） 

健康増進センター利用料金の上限額 

施設名 利用区分 利用料金の上限額 

老人福祉センター 市内並びに鴻巣市及び桶川市に

居住する満６５歳以上の者※ 

１日 １００円 

市内並びに鴻巣市及び桶川市に

居住する満６５歳未満の者※ 

１日 ３００円 

上記以外の者 １日 ５００円 

屋内ゲートボール

場 

市外に居住する者 １面１時間 ３０

０円 

※第１９条第１項の規定に基づき、市と指定管理者の協議を行い、「満

６５歳以上の者」は「満６０歳以上の者」として運用している。 


